[bookmark: _Hlk211551430]　　　恵那市子育て世代引っ越し補助金交付要綱　

　（趣旨）
第１条　この要綱は岐阜県外（以下「県外」という。）に在住する若い世代の転入を促進し、もって人口減少の抑制及び地域の活性化を図るため、予算の範囲内において、本市に居住しようとする子育て世帯に対し、恵那市子育て世代引っ越し補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
　（定義）
第２条　この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める
ところによる。
　（１）　18歳未満の子　18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあ
る者をいう。
　（２）　子育て世帯　18歳未満の子を扶養し、かつ、同居している世帯又は第６条の規定による申請をしようとする日（以下「申請日」という。）において、妊娠中であり、かつ母子健康手帳の交付を受けている者がいる世帯をいう。
　（３）　引っ越し　恵那市新婚生活応援事業補助金交付要綱（令和５年恵那市告示第46号）第２条第１号に規定する引っ越しをいう。
　（補助対象者）
第３条　補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」とする。）は、子育て世帯の世帯員であって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
[bookmark: _Hlk211439771]　（１）　本人を含む子育て世帯の世帯員全員が、本市の住民基本台帳（住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）第６条に規定する住民基本台帳をいう。）に記録されていること。
　（２）　本市の住民基本台帳に記録された日の直前において、本人を含む子育て世帯の世帯員全員が、県外の市区町村の住民基本台帳に記録されていること。
　（３）　申請日において、本市の住民基本台帳に記録されてから起算して１年以内の子育て世帯であること。
　（４）　引っ越し荷物の搬送について、運送業者（貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第３条の許可を受けた者及び同法第36条の届出をした者をいう。）へ依頼し、かつ、その費用を支払済みであること。
　（５）　過去にこの要綱に基づく補助金その他当該補助金と同様の補助金の交付を受け、県外へ転出した場合、当該日から起算して５年以上県外に在住していること。
[bookmark: _Hlk212014230]　（６）　市税等の滞納がないこと。
　（７）　申請日から起算して５年以上本市に居住する意思があること。
　（８）　職業上、学業上その他定住の意思によらない理由による本市への引っ越しではないこと。
[bookmark: _Hlk211803866]　（９）　本人を含む子育て世帯の世帯員が恵那市暴力団排除条例（平成24年恵那市条例第31号）第２条第３号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
[bookmark: _Hlk211804445]　（10）　移住後のフォローアップ調査等に協力する意思があること。
　（補助対象経費）
第４条　補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）が負担する引越費用のうち、家財の運送費用及び荷造りに係るサービス費用とする。
　（補助金の額）
第５条　補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、５万円を上限とする。
　（交付申請）
第６条　申請者は、恵那市子育て世代引っ越し補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
　（１）　運送業者に支払った引っ越しに係る費用の額と内訳が確認できる書類
　（２）　転入日前に住民基本台帳に記載されていた市区町村民税の完納証明書（世帯主及び同一世帯の16歳以上の方すべてのもの）
　（３）　母子健康手帳の写し（子育て世帯に妊娠中の者がいる場合に限る。）
　（４）　その他市長が必要と認める書類
　（交付決定等）
第７条　市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付を決定したときは、恵那市子育て世代引っ越し補助金交付決定通知書（様式第２号）により、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、恵那市子育て世代引っ越し補助金不交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。
２　市長は、必要があると認めるときは、交付決定に関し条件を付すことができる。
　（交付請求）
第８条　前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、恵那市子育て世代引っ越し補助金交付請求書（様式第４号）を、交付決定日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
　（交付決定の取消し及び補助金の返還等）
第９条　市長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は補助金の返還を命ずることができる。
　（１）　偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
　（２）　交付決定通知書に記載された交付条件に従わなかったとき。
　（３）　その他市長が不適当と認めたとき。
　（重複交付の禁止）
第10条　第３条の規定にかかわらず、申請者又はその世帯員が恵那市空き家バンク活用支援補助金交付要綱（平成23年恵那市告示第56号の２）の規定による恵那市空き家バンク活用支援補助金若しくは恵那市孫ターン補助金交付要綱（令和７年恵那市告示第149号）の規定による恵那市孫ターン補助金の交付を受けたことがある場合は、本要綱に基づく補助金は交付しないものとする。
[bookmark: _Hlk211804228][bookmark: _Hlk211551006]　（恵那市補助金等交付規則の適用除外）
第11条　この補助金については、恵那市補助金等交付規則（平成16年恵那市規則第44号）の規定は適用しない。
　（その他）
第12条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
　　　附　則
　この告示は、告示の日から施行する。


